
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  「こども」、「子ども」の表記については、国の各種法律名やその概要説明、制度によって使い分けを 

しています。また、国や県の事業についても同様です。 

なお、村の独自事業等については、「子ども」表記で統一しています。 
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4.0
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出生数 合計特殊出生率

『第2次ベビーブーム』

昭和48年

出生数は最多約209万人

合計特殊出生率2.14

『1.57ショック』

平成元年 約125万人

合計特殊出生率1.57
平成17年 約106万人

『戦後最低の

合計特殊出生率1.26』

令和５年

出生数は最少約73万人

合計特殊出生率は最低の1.20

（万人）

昭和45

(1970)年

昭和50

(1975)年

昭和55

(1980)年

昭和60

(1985)年

平成2

(1990)年

平成7

(1995)年

平成12

(2000)年
令和２

(2020)年

平成17

(2005)年

平成22

(2010)年

平成27

(2015)年

令和５

(2023)年
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推計値
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推計値

推計値
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推計値
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n＝50 

2.0

40.0 48.0 10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
利用したことがある 聞いたことはあるが、利用したことはない 知らなかった 無回答

n＝50 

16.0 54.0 22.0 8.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
聞いたことはあるが、利用したことはない
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大

※「村」は飯舘村、「むら」はまちづくり、むらづくりを指し、使い分けをしています。
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見込み（か所） １ １ １ １ １ 

確保方策（か所） １ １ １ １ １ 

 

 

 

 

 

 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

受診人数（人） 3 8 8 8 8 

確保方策 実施場所:健康福祉課(保健センター機能) 
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見込み（人） 3 8 8 8 8 

確保 
方策 

実施体制（人） 3 8 8 8 8 

実施機関 健康福祉課(保健センター機能) 
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の 
見込み 
（人） 

１年生 6 8 4 5 5 

２年生 2 6 8 4 5 

３年生 4 2 6 8 4 

４年生 11 4 2 6 8 

５年生 ３ 11 4 2 6 

６年生 １ 3 11 4 2 

合計 27 34 35 29 30 

確保 
方策 

児童数（人） 27 34 35 29 30 

実施数（か所） １ １ １ １ １ 
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見
込み
（人） 

日用品・文房具等 19 17 14 14 13 

副食費 19 17 14 14 13 

 

 

 

 

 

 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見込み（人/年） 3 8 8 8 8 

確保 
方策 

実施体制（人） 3 8 8 ８ 8 

実施機関 健康福祉課(保健センター機能) 
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見込み（人） 3 8 8 8 8 

確保方策（人） 3 8 8 8 8 
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 令和７年度 
（2025） 

令和８年度 
（2026） 

令和９年度 
（2027） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 11 年度 
（2029） 

量の見込み（人） 3 4 4 4 4 

確保方策（人） 3 4 4 4 4 
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（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65 号。以下「法」という。）第 72 条

第１項の規定に基づき、飯舘村子ども・子育て会議（以下「子ども会議」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 子ども会議は、法第 72 条第１項各号に規定する事務を所掌する。 

（組織） 

第３条 子ども会議は、委員 10 人以内で組織する。 

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に関係する者 

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他村長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、各職の在任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども会議に会長及び副会長を１人置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども会議は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。 

２ 子ども会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 子ども会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第７条 子ども会議が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求

め、又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 子ども会議の庶務は、健康福祉課福祉係において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、子ども会議の運営に関して必要な事項は、村長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。  
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（敬称略） 

いいたて希望の里学園 校長 亀田 邦弘  

までいの里のこども園 園長 三品 勝彦 会長 

教育課 
指導主事 蓮實 修一  

学校教育係長 高野 琢子 副会長 

生涯学習課 生涯学習係長 渡部 誉典  

村づくり推進課 企画定住係長 松下 義光  

村立学校保護者 
までいの里のこども園保護者 遠藤 志織  

いいたて希望の里学園保護者 小林 徳弘  
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令和５年 

12 月 26 日 

令和５年度 第１回 

飯舘村 

子ども・子育て会議 

(１)こども計画策定に係るニーズ調査の 

実施について 

(２)子ども・子育て施策の現状について 

(３)その他 

令和６年 

２月 
 

アンケート調査の実施 

（対象：①小学生本人４～６年 ②中学生本人、

③高校生本人 ④就学前児童保護者、 

⑤小学生１～３年保護者、 

⑥小学生４～６年保護者、 

⑦中学生保護者 ⑧高校生保護者） 

令和６年 

６月 24 日 

令和６年度 第１回 

飯舘村 

子ども・子育て会議 

(１)こども計画策定に係るニーズ調査の結果に

ついて 

(２)こどもに係る村内の現状及び施策について 

アンケート調査結果 

(３)その他 

 

令和６年 

12 月 19 日 

 

令和６年度 第２回 

飯舘村 

子ども・子育て会議

（書面） 

こども計画素案についての協議 

令和６年 

12 月 27 日～ 

令和７年 

１月 31 日 

 パブリックコメントの実施 

令和７年 

２月 26 日 

令和６年度 第３回 

飯舘村 

子ども・子育て会議 

（１） こども計画策定について 

（２） 今後のスケジュールについて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


